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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。　

■他 
印
鑑
を
持
参
。
受
付
当
日
は
、
簡

単
な
面
接
を
行
う
の
で
、
保
護
者
と

お
子
さ
ん
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

胸
入
園
資
格
…
市
内
に
住
所
を
有
す

る
、
左
表
の
年
齢
の
幼
児
。

■場 
■内 
■対 
■定 
左
表
の
と
お
り
（
定
員
を

超
え
た
場
合
は
、
公
開
抽
選
）。

【
個
人
面
談
・
入
園
決
定
】

　
学
務
課
よ
り
、
後
日
通
知
し
ま
す
。

【
通
園
】

胸
大
森
幼
稚
園
…
保
護
者
の
責
任
の

も
と
幼
稚
園
ま
で
送
迎
し
て
く
だ
さ

い
。

胸
瀬
戸
幼
稚
園
…
印
旛
地
区
内
の
み

幼
稚
園
バ
ス
の
運
行
が
有
り
。

胸
も
と
の
幼
稚
園
…
本
埜
地
区
内
の

み
幼
稚
園
バ
ス
の
運
行
が
有
り
。

【
幼
稚
園
事
前
見
学
】

　
各
幼
稚
園
と
も
に
随
時
対
応
し
て

い
ま
す
。
日
程
な
ど
は
直
接
、
各
幼

稚
園
ま
で
。

■問 
大
森
幼
稚
園
（
☎
碓42 
2
5
0
2
）、

瀬
戸
幼
稚
園
（
☎
碓98 
0
4
3
4
）、
も

と
の
幼
稚
園
（
☎
碓97 
1
0
1
0
）、
学

務
課
（
☎
内
線
5
2
4
）。

任
期
付
職
員
（
一
般
事
務
）

　
市
で
は
、　
月
か
ら
勤
務
で
き
る

12

任
期
付
職
員
（
一
般
事
務
）
を
募
集

し
ま
す
。

胸
募
集
人
数
…
2
人
。

胸
勤
務
時
間
…
月
曜
～
日
曜
日
の
う

ち
週
4
日
（
1
日
7
時
間
　
分
）、
ま

45

た
は
週
5
日
（
1
日
6
時
間
）。

胸
勤
務
開
始
日
…
　
月
1
日
俄
。

12

胸
勤
務
場
所
…
市
役
所
ま
た
は
市
内

の
出
先
機
関
。

胸
業
務
内
容
…
窓
口
業
務
、
電
話
対

応
業
務
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
た
事

務
処
理
な
ど
。

胸
給
料
…
1
1
3
街
1
8
7
円
～
1

2
6
街
0
8
0
円
。

■対 
原
則
と
し
て
普
通
自
動
車
運
転
免

許
を
有
す
る
人
。

※
地
方
公
務
員
法
第
　
条
（
欠
格
条

16

項
）
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

■申 
　
月
　
日
画
（
消
印
有
効
）
ま
で

10

31

に
、
印
西
市
任
期
付
職
員
採
用
選
考

申
込
書
（
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写

真
貼
り
付
け
）
を
左
記
ま
で
郵
送
ま

た
は
持
参
（
持
参
の
場
合
は
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
、
午
前
8
時
　
分
～

30

午
後
5
時
　
分
）。
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※
申
込
書
は
▼
市
役
所
本
庁
3
階
総

務
課
人
事
職
員
班
▼
印
旛
支
所
・
本

埜
支
所
、
各
出
張
所
の
窓
口
で
配
付

（
休
日
、
休
館
日
を
除
く
）。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
。

■問 
総
務
課
人
事
職
員
班
（
〒
2
7
0

―
1
3
9
6
印
西
市
大
森
2
3
6
4

―
2
・
☎
内
線
4
3
2
）。

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

■時 
　
月
4
日
牙
、
5
日
画
・
午
前
9

12
時
　
分
～
午
後
5
時
。

30
■場 
平
岡
自
然
の
家
。　

■対 
印
西
市
・
白
井
市
に
在
勤
、
在
住

で
、
防
火
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ

る
予
定
の
人
。

■定 
　
人
。

80
■申 
　
月
4
日
峨
～
6
日
牙
・
い
ず
れ

11
も
午
前
9
時
～
午
後
5
時
に
、
教
本

代
3
街
5
0
0
円
、
写
真
2
枚
（
縦

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

　
　
の
変
更
願
い
（
農
振
除
外
）

　
農
振
農
用
地
に
指
定
さ
れ
て
い
る

土
地
に
住
宅
な
ど
を
計
画
さ
れ
る
と

き
に
は
、
農
振
農
用
地
か
ら
の
除
外

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

農
業
用
倉
庫
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
農
業

用
施
設
を
計
画
さ
れ
る
と
き
は
、
農

振
農
用
地
の
用
途
区
分
変
更
の
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
関
連
し
、
市
で
は
、　
月
11

中
に
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変

更
に
係
る
協
議
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
農
用
地
区
域
か

ら
の
除
外
な
ど
を
計
画
さ
れ
て
い
る

人
は
、
事
前
に
相
談
の
う
え
、　
月
11

6
日
牙
ま
で
に
計
画
変
更
願
い
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■問 
農
政
課
振
興
班
（
☎
内
線
3
7
4
）。 

　市
立
幼
稚
園
入
園
児

　
　（
大
森
・
瀬
戸
・
 も
と
の
）

【
募
集
】　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

胸
書
類
配
布
…
募
集
要
項
を
教
育
委

員
会
学
務
課
窓
口
、
各
幼
稚
園
で
配

布
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
後
、
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
付
当

日
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■時 
■場 
は
左
表
の
と
お
り
。

※
予
約
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
直
接

 社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

　
　
　
　
　
　
 （
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
が
始
ま
り
ま
す

（３）平成２６年（２０１４）10月１５日号

平
成
　
年
　
月
か
ら

27

10

　
　
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
通
知

　
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る

通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
仕
組
み

　
国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体

で
保
有
す
る
社
会
保
障
・
税
・
災
害

対
策
分
野
の
個
人
情
報
を
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
と
ひ
も
づ
け
て
管
理
す
る
こ
と

に
よ
り
、
異
な
る
機
関
間
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
に
よ
る
情
報
連
携
を
可
能
と

し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

　
　
　
　
　
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
導
入
に
よ
り
、

特
定
の
個
人
に
関
す
る
正
確
な
情
報

が
迅
速
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
か
ら
、
行
政
事
務
の
効
率
化
や
、

き
め
細
や
か
な
支
援
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
も
、

申
請
の
際
の
添
付
書
類
が
不
要
に
な

る
と
い
っ
た
手
続
き
の
負
担
軽
減
や

本
人
確
認
の
簡
便
化
、
そ
の
他
の
利

便
性
の
向
上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

　
　
　
　
　
利
用
さ
れ
る
範
囲

　
国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体

な
ど
に
お
い
て
、
社
会
保
障
・
税
・

災
害
対
策
の
分
野
で
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に
限
り

利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療

保
険
の
手
続
き
、
生
活
保
護
や
福
祉

の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手

続
き
な
ど
で
、
申
請
書
な
ど
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
税
や
社
会
保
障
の
手
続
き

で
は
、
事
業
主
や
証
券
会
社
、
保
険

会
社
な
ど
が
個
人
に
代
わ
っ
て
手
続

き
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
勤
務
先

や
証
券
会
社
、
保
険
会
社
な
ど
の
金

融
機
関
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出

を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問 
行
政
管
理
課
番
号
制
度
準
備
室

（
☎
内
線
4
9
2
）。

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

　（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
と
は

　
平
成
　
年
5
月
に
成
立
し
た
「
行

25

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
通
称
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
」
ま
た
は
「
番
号
法
」）」
を
は
じ

め
と
し
た
関
連
四
法
に
よ
り
導
入
さ

れ
る
制
度
で
す
。

　
社
会
保
障
と
税
の
各
制
度
に
お
け

る
効
率
性
、
透
明
性
の
向
上
を
図
り
、

給
付
や
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上

を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
社
会
基

盤
（
イ
ン
フ
ラ
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
よ
り
正
確
な
所
得
把
握
が
可
能

と
な
り
、
社
会
保
障
・
税
の
給
付
と

負
担
の
公
平
性
が
図
ら
れ
、
よ
り
公

平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
社
会
保
障
・
税
に
係
る
各

種
行
政
事
務
の
効
率
化
が
図
ら
れ
、

行
政
に
過
誤
や
無
駄
を
な
く
す
こ
と

な
ど
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）】

　
日
本
に
住
み
、
住
民
票
コ
ー
ド
が

記
載
さ
れ
た
住
民
票
を
持
つ
す
べ
て

の
人
（
外
国
籍
の
人
を
含
む
）
一
人

ひ
と
り
に
指
定
さ
れ
る
数
字
　
桁
の

12

番
号
で
す
。
原
則
と
し
て
、
一
度
指

定
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
生
涯
変

わ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か

募
集

胸募集日時と会場胸

会場時間期日

瀬戸幼稚園
（瀬戸）

午前9時～正午、
午後1時～4時。

11月4日峨

本埜公民館
（中根）11月6日牙

大森幼稚園
（大森）11月7日画

胸入園資格と定員胸
保育年数定員数年齢幼稚園

2年70人
平成22年4月2日～平成２3年4
月1日生まれの４歳児

大森

2年105人瀬戸

3年105人平成２3年4月2日～平成24年4
月1日生まれの３歳児もとの

4
唖
×
横
3
唖
）
を
申
請
書
・
受
講

票
に
貼
り
付
け
て
、
左
記
へ
提
出
。

※
申
請
書
な
ど
は
、
左
記
窓
口
お
よ

び
管
内
の
各
消
防
署
で
配
布
。

※
印
西
地
区
消
防
組
合
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

■問 
印
西
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
予

防
課
（
印
西
市
牧
の
原
2
―
3
・
☎

碓46 
9
9
7
1
・
■ＨＰ h

ttp
://fire

-in
zaich

ik
u
.e
co
.co
o
can
.jp

）。

　平成26年10月１日から、国は、国民や民
間事業者の方がマイナンバー制度について問
い合わせができるコールセンターを開設しま
した。
　制度についてご不明な点などがありました
ら、下記までお気軽にお問い合わせください。
【日本語窓口】
全国共通ナビダイヤル（緯0570―20―0178）。
【外国語窓口】
全国共通ナビダイヤル（緯0570―20―0291）。
※今年度は英語のみの対応です。来年度から
はそのほか、中国語、韓国語、スペイン語、
ポルトガル語での対応を予定しています。
※午前9時30分～午後5時30分（土曜、日
曜日、休日、祝日、年末年始は除く）。

マイナンバー制度の
　　　コールセンター

▲マイナンバーのシ
ンボル「マイナちゃん」

マイナンバーは一生使うもの
です。大切にしてくだサイ。

　平成26年10月１日から、従来より21
円引き上げられ、時間額７９８円に改正さ
れました。
※詳しくは下記へ。
■問 千葉労働局労働基準部賃金室（緯０４３
―２２１―２３２８）。

千葉県最低賃金が改正


